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コーポレート・ガバナンスの
基本方針
当社は、株主をはじめとする全てのステークホ

ルダー（利害関係者）にとって企業価値を最大化
すること、経営の透明性、効率性を向上させるこ
とをコーポレート・ガバナンスの基本方針・目的
としています。このため、企業倫理と遵法を徹底
すること、内部統制システムの整備・強化および
経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを
主な課題として取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンスの
体制
当社は、経営の意思決定・監督と業務執行の役

割を明確化し、監督の強化および意思決定の迅速
化を図ることを目的として、監査等委員会設置会
社を選択しています。取締役会以外の会議体とし
て、監査等委員会、指名・報酬委員会、ガバナン
ス委員会、経営会議、リスクマネジメント委員会、
グループ内部統制推進会議を設置しています。
また、当社は、独立社外取締役の互選により、

筆頭独立社外取締役を選定しており、経営陣や監
査等委員会との連携・調整にあたる体制を整備し
ています。
≪詳細は「大東建託グループ 統合報告書 2 0 25」 P5 3- 6 0、
「コーポレート・ガバナンス報告書」、「コーポレートガバ
ナンス・コードに関する当社の取り組み」、「有価証券報告
書」をご確認ください。また、会社の定款において、取締役
会および監査等委員会の規定を一部開示しています。詳細は
「定款」をご確認ください。≫

取締役会
当社の取締役会は、社内取締役７名、社外取締

役７名（うち3名は監査等委員）の計14名で構成
されています。
取締役会では、グループ経営戦略や経営計画等

の基本方針、対処すべき社会的課題およびその対
処方法等について、社外取締役を交え、自由闊達
な議論をしています。また、四半期に１度、業務
執行取締役から担当業務の執行状況や経営課題進
捗状況の報告を受け、経営状況の監督を行ってい
ます。各取締役は、業務執行取締役からの報告に
対して必要に応じて指摘・意見を行っています。

2024年度は取締役会を 15回開催しました。
2025年6月末時点における、取締役会の構成メン
バーは男性11名、女性3名と、女性比率は21 .4％
となっています。DE&Iを経営戦略として取り組
む当社では、取締役会における意思決定の質の更
なる向上に向け、構成メンバーの多様性を高める
べく、2030年までに取締役会における女性比率
30％を目指しています。

監査等委員会
2023年6月27日より設置した監査等委員会は、

独立社外取締役3名を含む4名で構成され、委員
のうち1名は常勤監査等委員です。監査等委員は、
公認会計士や弁護士等を選任しており、財務・会
計・法務に関する豊富な知識を有しています。う
ち３名は取締役の中でも財務・会計・法務で専門
性を発揮できるメンバーとなっています。監査等
委員会は、監査等委員会規程および関連する社内
規程等に基づき、取締役の職務執行の適法性・妥
当性の監視・監督および監査を行います。2024
年度は監査等委員会を13回開催しました。

指名・報酬委員会
任意の委員会として、監査等委員ではない独立

社外取締役 4名と代表取締役 1名で構成される
「指名・報酬委員会」（委員長：筆頭独立社外取
締役）を設置しています。指名・報酬委員会は、
取締役会の諮問を受けて審議・答申を行うほか、
指名・報酬に関する基本方針、後継者計画等につ
いて検討・提言等を行っています。当委員会の役
割は、①取締役相互評価結果の集計・報告、②指
名関連の審議・答申、③報酬関連の審議・答申で、
2024年度は12回開催しました。

コーポレート・ガバナンス

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/report.html
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/img/cgr20250627.pdf
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/img/cgc20250627.pdf
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/img/cgc20250627.pdf
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/kessan/aqehc400000kcyyg-att/yuho20254Q.pdf
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/kessan/aqehc400000kcyyg-att/yuho20254Q.pdf
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取締役会の実効性評価
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいて

は企業価値を高めることを目的として、年に一度、
取締役会の実効性につき自己評価・分析を実施し
ています。2024年度は、2024年11月に、全ての
取締役を対象に、無記名式の外部機関の作成・集
計によるアンケート調査にて実施いたしました。
アンケートの分析結果を踏まえ、取締役会および
ガバナンス委員会で審議を行った結果、取締役会
の役割や運営、構成等について、おおむね肯定的
な評価が得られており、取締役会全体の実効性に
ついては確保されていることを確認しました。
なお、前年度の課題に対する取り組み状況およ

び、本年度の重点施策（課題）は次の通りです。
引き続き、取締役会およびガバナンス委員会にお
いて、十分な検討を行ったうえで迅速に取り組み、
当社取締役会の機能･実効性の確保･向上に努め
てまいります。

【前年度の課題に対する取り組み】
(1)事業ポートフォリオ戦略に関する議論
オフサイトミーティングを活用し、ROIC等の

財務指標も踏まえ、事業毎の戦略･投資方針につ
いて議論を行った。
(2)グループ内部統制の強化
グループ経営強化に向けた内部統制システム基

本方針の見直しや、グループ各社の有効かつ効率
的な内部統制について議論を実施した。

【本年度の重点施策（課題）】
(1)  中長期戦略を見据えた、事業ポートフォリオ
の最適化
(2)  子会社毎の特性を踏まえた、グループガバナ
ンスの強化

≪詳細は「大東建託グループ 統合報告書 2 0 25」 P5 9- 6 0、
「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組
み」P22をご確認ください。≫

取締役の報酬制度
役員報酬の基本方針
当社の取締役（監査等委員である取締役を除

く）の報酬は、シンプルかつ中長期的な企業価値
向上に資するインセンティブが機能する報酬体系
にするとともに、当社の企業変革スピードを維持
し、持続的な成長に資する優秀な人材を確保・維
持できる水準としています。
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬
等の妥当性・透明性を確保するため、諮問機関と
して、指名・報酬委員会を設置しています。取締
役の個人別の報酬額は、指名・報酬委員会の関与
の下、取締役会の一任を受けた代表取締役が、毎
年、決定しています。
なお、不正決算等、一定の事由が発生した場合

には業績賞与もしくは株式報酬を受ける権利の一
部/全部の没収または支給済みの業績連動賞与も
しくは株式報酬の一部 /全部の返還を請求できる
ものとしています。

役員報酬の構成
取締役（監査等委員である取締役および社外取

締役を除く）の報酬は、基本報酬、業績連動賞与
および株式報酬で構成され、その割合は、基本報
酬 :業績連動賞与 :株式報酬＝1：0 .6：1（業績目
標の達成率が100％である場合）としています。
なお、将来的には、1：2～3：2～3を目指してい
ます。
他方、社外取締役（監査等委員である取締役を

除く）は、基本報酬および株式報酬で構成するも
のとしています。ただし、業務執行者を適切に監
督するという役割に鑑み、業績には連動しないも
のとします。

業績連動賞与および株式報酬に係る指標
業績連動賞与の指標には、財務指標に加え、非

財務指標や個人評価を取り入れています。
株式報酬制度は業績連動部分と非業績連動部分

から構成されおり、業績連動部分は役位を基準と
して定められたポイントを毎年付与したうえで、
対象期間終了後に当社の業績目標等に応じて0％
～150％を乗じます。非業績連動部分は、役位を
基準としたポイントを毎年付与したうえで、退任
時の累積ポイントに応じて当社株式等の交付及び
換価処分金相当額の給付を行います。
非財務指標については、「ZEH供給割合」、

「CO2排出量の削減率」、「女性管理職割合」、
「従業員エンゲージメントスコア」、「コンプラ
イアンス浸透度」をKPIとして採用しています。
これらは、対象期間が終了するたびに見直しを行
い、その時々でふさわしい非財務指標を採用する
ことで、事業活動の発展と持続可能な社会の実現
を両立する報酬体系としています。

≪詳細は「大東建託グループ 統合報告書 2 02 5」P 5 6、「有
価証券報告書」をご確認ください。≫

指標と目標
コーポレート・ガバナンスに関する指標を設定して

います。

≪詳細は「ES Gデータ集2 02 5」をご確認ください。≫

コーポレート・ガバナンス

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/report.html
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/img/cgc20250627.pdf
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/img/cgc20250627.pdf
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/report.html
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/kessan/aqehc400000kcyyg-att/yuho20254Q.pdf
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/kessan/aqehc400000kcyyg-att/yuho20254Q.pdf
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/pdf/2025/esg-data_sheet2025.pdf
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サクセッションプラン
当社では、指名・報酬委員会が中心となり、

次期代表取締役のサクセッションプランを策定
しています。次期候補者は、指名・報酬委員会
が定めた業務遂行力や経営者としての資質等に
関する人材要件に基づき、人材プールの中から
選出されます。これらの候補者の中から、取締
役相互評価インタビューの結果や経営環境等を
考慮して、指名・報酬委員会にて広範に議論を
行い、次期代表取締役を決定します。
なお、当社では、社内取締役の年齢上限を満

65歳とする規定を設け、年齢上限により取締
役を退任あるいは辞任した後は、顧問や相談役
等の当社グループにおけるいかなる役職にも就
かないことを制度化しています。執行役員につ
いては、2親等以内の親族の当社グループへの
入社を認めず、世襲制を排除することとしてい
ます。

コーポレート・ガバナンス
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方針・基本的な考え方
当社グループは、「国連グローバルコンパク

ト」に署名し、当社グループの規則のなかで特に
重要な禁止事項を定めた「大東御法度7箇条」と
従業員が取るべき行動基準・指針を定めた「大東
建託行動規範」をコンプライアンスにおける準則
として、事業活動のあらゆる場面で法令順守を
図っています。また、賄賂や腐敗は、ステークホ
ルダーの権利を侵害する重要経営課題と認識し、
包括的な腐敗防止と軽減に努めています。腐敗に
つながる行為や、その疑いのある行為についても、
徹底した防止策を講じています。さらに、「大東
御法度7箇条」において、腐敗につながる行為を
整理し、明確に禁止事項として定め、企業の持続
的な成長と健全な経営の実現を目指しています。
大東御法度7箇条では、腐敗につながる行為を

まとめ、自国・外国公務員や取引先への贈賄や過
剰な接待、贈答品の授受、資金洗浄、談合や癒着
等の不正競争、横領などの法令に抵触する腐敗行
為を厳に禁止・防止する体制を構築しています。
また、法令に抵触はしなくても、腐敗を助長した
り、倫理的に許されないと考えられる行為につい
て禁止しています。また、これらに抵触した行為
が発覚した場合、当事者は懲戒解雇を含む、厳格
な処分をもって臨むこととしています。
「大東御法度7箇条」や「大東建託行動規範」

も含め、当社グループの規則について、定期的に
社員の順守状況を確認し、周知・徹底を行うとと
もに、法令の改正や社会からの要請の変化等の必
要性に応じ、項目や内容の追加・修正等の見直し
を定期的に行っております。また、不動産の仲介
を行う協力不動産会社に対しても、「大東御法度
7箇条」や「大東建託行動規範」の周知・徹底を
図っています。なお、大東建託行動規範では、当

社グループを取り巻く環境の変化に対応するため、
遵守すべき事項を適宜見直し、継続的に改善を
図っています。

ガバナンス
3ラインディフェンス体制
当社グループでは、腐敗防止・公正な競争と取

引の遵守にあたって、取締役の監督のもと、内部
監査および内部通報制度をはじめとする内部監視
システムを整え、腐敗行為の抑止、発見に取り組
んでいます。
また、内部統制強化策として、「3ラインディ

フェンス体制」を敷き、支店、店舗、営業所など
の現場から成る「第1線」において、各事業領域
におけるリスクを最前線で予防、検出し、法務部、
グループ内部統制統括部などリスクの専門部門か
ら成る「第2線」において第1線のリスク対応を

モニタリング、また全社共通のリスク対応策を検
討・導入し、第1線への指導・助言・支援を行い、
内部監査部による「第3線」において、独立・客
観的立場から、第1線～第2線におけるリスク予
防・対応の状況を監査を行う体制を構築していま
す。
なお、これらの状況は、内部監査部から「リス

クマネジメント委員会」へ報告し、同委員会から
取締役会へ報告することで、取締役会によるモニ
タリングと、指示を受ける体制が構築されていま
す。

コンプライアンスの推進

大東御法度7箇条
① 取引業者からの供応等の禁止
② 社内及び社外関係者との金品を賭けた

遊戯の禁止
③ 飲酒運転・妨害運転の根絶入社
④ 中元・歳暮の禁止
⑤ 会社制度に関連する個人的謝礼の禁止
⑥ 社員間・顧客・取引先との金銭貸借や

投資勧誘の禁止
⑦ 文書の偽造・改竄・不実記載・不正使用

の禁止

大東建託グループ行動規範

各事業領域におけるリスク
最前線で予防・検出

リスク専門部署として、
第1線のリスク対応をモニタリング
全社共通のリスク対応策(規定等)を
検討･導入し第1線への指導･助言や支援

独立・客観的立場から、
第1線～第2線によるリスク予防･対応の
状況を監査

https://www.kentaku.co.jp/corporate/outline/course.html
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ガバナンス
内部通報制度と公益通報者の保護
組織内の法令違反や不正行為を早期に発見し、

是正することでコンプライアンス経営の強化と健
全な職場環境維持に資することを目的に、内部通
報制度を導入しています。社内規程に基づいて、
当社インテグリティ推進部（コンプライアンス推
進部門）内に設置するとともに、社外にも弁護士
事務所及び外部委託の受付窓口を設けています。
利用対象者は、従業員、請負業者、取引先、一般
の方も含む全てのステークホルダーとなっており、
匿名での通報も可能です。通報ルートは「電話」
「通報WEB」「メール」「郵送」「FAX」の５
通りを準備し、本人が通報しやすい方法を選択で
きるよう体制を整備し、いじめやハラスメントや
不正行為等の早期発見と是正に努めています。ま
た、代表取締役からも通報窓口の利用促進を呼び
かけています。通報は、インテグリティ推進部を
中心に特定のメンバー以外はデータへアクセスで
きない体制を構築し、機密性を担保し、当事者救
済の観点で、保護する体制を徹底しています。
なお、万一、内部通報があった場合、インテグ

リティ推進部から関連部門へ調査・対応策の立
案・実施を指示するとともに通報者へ対応報告・
是正確認を行っています。加えて、取締役会から
指名を受けたコンプライアンス部門管掌取締役が、
内部通報体制の運用状況について確認、速やかな
公正な事実の調査や適切な手続きを行うとともに、
取締役会へ運用状況の報告を適宜行っています。
最善の是正・救済を行うとともに、加害者は懲戒
の対象とする場合もあります。
また、通報者の保護だけでなく、通報先がわか

らず機会を逸することを防ぐため、従業員へ携帯

して通報窓口を確認できる「インテグリティ・
カード（コンプライアンス・カード）」を配布し、
通報・相談窓口を常備できるようにしています。
就労環境やハラスメントに関するヒアリングやア
ンケート調査等の従業員をフォローする環境を整
備し、違反や不正行為等の早期発見につなげてい
ます。

指標と目標
「コンプライアンス浸透度」をマテリアリティ

KPIとして設定し、進捗管理を行っています。ま
た内部通報件数等を開示しています。
≪詳細は「大東建託グループ 統合報告書 20 2 5」P 6 2「コン
プライアンス」、「コンプライアンス」及び「E S Gデータ集
2025」P36「コンプライアンス」をご確認ください。≫

※１当社グループでは、重大なコンプライアンス違反を「コンプライアンス違反のうち、法令違反、社会通念上、重大な影響を与えるもの」と定義
※２ 不適切会計
※３問い合わせ件数含む

※ 政治献金の実績はありません。
※ 腐敗防止に関する従業員の処分、及び解雇はありません。

コンプライアンスの推進

項目 単位 2022年度 2023年度 2024年度

コンプライアンス浸透率 % 86.9 88.7 91.9

重大なコンプライアンス違反件数 ※1 件 1※2 0 0

内部通報件数※3 件 368 421 413

腐敗に関連する罰金、和解にかかる費用 件 2 0 0

ESG問題に関する罰金、和解のための費用 件 59 56 37

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/report.html
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/pdf/2025/esg-data_sheet2025.pdf
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主な取り組み
インテグリティ・プログラム
（コンプライアンス・プログラム）
／コンプライアンス教育の徹底
「インテグリティ・プログラム」とは、当社の

理念や行動指針をベースとし、会社が策定した年
度ごとのインテグリティやコンプライアンスに関
するガイドラインです。インテグリティおよびコ
ンプライアンスに関する体制、仕組み、教育、重
点的取り組み事項を全従業員と共有することで、
実効性を高めることを目的にインテグリティとコ
ンプライアンスの推進に取り組んでいます。贈収
賄や談合や癒着等の不正競争、横領など腐敗につ
ながる行為をまとめた「大東御法度7箇条」を含
む当社の理念や行動準則を、社内イントラネット
等に掲載し、随時確認できるようにしているほか、
４月に開催する経営計画発表説明会にて、全役
員・全社員にて改めて確認を行い、各行動準則の
周知・浸透を行っています。
さらに、担当部門だけでなく、本社各部門や各

拠点にコンプライアンス活動の推進役として、イ
ンテグリティリーダー（コンプライアンスリー
ダー）を選任し、各拠点の社員に対して啓発活動
を行っています。具体的には、ハラスメントや不
適切な言動の防止、ミスや不正のない正しい業務
の遂行、相手を尊重した円滑なコミュニケーショ
ンの促進と職場満足度の向上に取り組んでいます。

取締役・執行役員を対象とした研修
取締役・執行役員を対象に内部統制・コンプラ

イアンス、会計リテラシー等に関する研修を実施
し、役員に必要な資質を高め社員の模範となるよ
う、継続的な知識と意識の向上を図っています。

具体的には、当社および主要なグループ会社の経
営層に対し、内部統制および会計不正防止に関す
る研修を計４回実施しています。
また、取締役及び執行役員を対象として、コー

ポレートガバナンス、事業倫理、危機対応及び組
織マネジメント等をテーマとした外部講師による
研修会を年に１度、次年度以降のビジョン提言等
の研修を年に１度それぞれ行っています。

従業員向け研修
インテグリティ推進部が主導となり、働きやす

い職場環境の構築に向け、いじめやハラスメント、
個人情報保護・情報セキュリティなどを題材にし
た全従業員向けのコンプライアンス研修を実施し、
管理職や従業員のコンプライアンスに対する理解
促進を図っています。昇進するマネジメント職に
は、労務管理・コンプライアンス研修を義務付け
ています。
加えて、コンプライアンスに関するアンケート

の実施、定期的なコンプライアンスに関するメー
ルマガジンの配信等を通じて、腐敗防止を含む不
正防止、コンプライアンスの徹底と知識･意識の
向上に努めています。

反社会的勢力への対応
反社会的勢力や団体への対応については、取引

先から確認書を取得し、一切関係を持たないよう
にしています。また、不当要求行為に対しては、
対応マニュアルの策定や各支店での不当要求防止
責任者を選任するなどして、組織的に対応する体
制を整えています。

腐敗防止に向けた取り組み
当社グループでは、腐敗行為の防止や、腐敗を

助長したり、倫理的に許されないと考えられる行
為の禁止を目指し、法令順守の体制を構築してい
ます。新しい取引先や不動産の仲介を行う協力不
動産会社等と、新たな契約を開始する際には、腐
敗に関するリスク調査を事前に行っています。汚
職や贈収賄、横領、詐欺、労働違反、人権侵害等
について包括的にリスクを評価しています。リス
クが高いと判断した際は、調査結果を詳細確認し、
必要に応じて追加調査を行い、腐敗防止に努めて
います。

コンプライアンスの推進
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方針・基本的な考え方
当社グループでは、「リスク管理規程」を制定

し、グループ全体のすべての事業所・事業活動を
対象に、リスクマネジメント体制を整備・運用し
ています。当社グループでは、外部・内部の要因
を問わず、事業活動で関わるすべてのリスクを抽
出し、それらを統括的に管理するために、発生頻
度や発生した場合の影響度等を評価し、全社の重
大リスクを評価しています。優先度に応じて、リ
スク対策の実施等を計画的かつ継続的に行ってい
ます。また、リスク対策やリスク管理プロセスの
有効性について、取締役会でモニタリングやレ
ビューを行い、必要に応じて是正・改善していま
す。
その上で、GRIスタンダードの開示基準を踏ま

え、統合報告書等を通じ、ステークホルダーへ情
報開示を行い、経営の透明性の向上を図っていま
す。
経営者が経営上に重要な影響を与える可能性が

あると認識している主要なリスクは、以下の通り
です。

・原材料費等の高騰による原価の上昇、
利益率の低下

・税制改正による業績への影響
・金利の急上昇による受注キャンセル
・法施行・法改正等に伴う経費増
・個人情報の漏洩等のリスク
・自然災害によるリスク
・品質管理等に関するリスク
・建設技能労働者減少に関するリスク
・気候変動に関するリスク
≪詳細はWE Bサイトの「事業リスクの認識」をご確認くださ
い。≫

ガバナンス
リスクマネジメント委員会
グループ全体の事業活動に関するあらゆるリス

クを的確に把握し、リスクの発生頻度や経営への
影響を低減すべく、代表取締役 社長執行役員
CEOが議長とした「リスクマネジメント委員
会」を設置し、当社各部門およびグループ各社か
ら定期的に報告されるグループ経営上重要なリス
クの抽出・評価・見直しの実施、対応策の策定、
管理状況の確認を四半期ごとに実施しています。
また、当社各部門およびグループ各社と相互連

携を図りつつ、項目の見直しやモニタリングの実
施などPDCAを回すことで形骸化を防止し、リス
ク顕在化抑制に努めています。
特に経営上・事業上重要なリスクに関しては、

取締役会においても重点的にモニタリングしつつ、
内部監査部門からも適宜状況報告を受けることで、
全社的なリスク対応を推進しています。会社に重
大な影響を及ぼす事案が発生または発生する可能
性がある場合には、取締役会へ報告し、取締役会
は必要な是正・改善指示を行っています。

グループ内部監査部門
内部監査部門は、グループ経営上重要なリスク

を踏まえた監査計画に基づき、当社及び当社グ
ループ会社に対して監査を実施し、把握された業
務執行に関する問題点等監査結果は取締役会及び
監査等委員会へ直接報告を行う体制を構築してい
ます。また、取締役会事務局が窓口となり、社外
取締役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行
い、本社各部門が、常時、社外取締役からの依頼
を受けられる体制を構築しています。
その他、グループ内部監査する統括部内に J-

SOX監査部門を設け、財務報告に係る内部統制
の基本的計画及び方針に基づき、全社的な統制状

況、業務及び決算・財務報告のプロセスについて
の適正性を評価しています。常勤監査等委員やグ
ループ内部監査部門は、当委員会に陪席し、これ
ら全体のリスク管理体制・状況を独立した立場か
ら監査・監督しています。

内部統制推進部：
リスクマネジメントを含めたグループ全社への

内部統制の整備、強化を推し進めています。また、
内部統制強化プロジェクトの推進や、リスクマネ
ジメント委員会、グループコンプライアンス連絡
会議の運営を行っています。

インテグリティ推進部
（コンプライアンス担当部門）：
コンプライアンスに関する社員への啓発や事案

等の審議を行い、法令遵守の状況を監視していま
す。加えて、コンプライアンス担当部門および外
部の弁護士事務所等に内部通報窓口を設置し、不
正行為の早期発見と是正に努めるとともに、同部
門が主導となり、執行役員や全社員を対象とした
コンプライアンスに関する教育や情報提供を定期
的に行い、遵法意識の向上と不正防止などを推進
しています。
≪詳細は「大東建託グループ 統合報告書 20 2 5」P 6 1「リス
クマネジメント」をご確認ください。≫

指標と目標
当社グループは、「重大リスクの発生件数ゼ

ロ」を目標に、リスクマネジメントの取り組みを
実施しています。

リスクマネジメントの強化

項目 単位 2022年度 2023年度 2024年度

重大リスク
の発生件数 件 0 0 0

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/risk.html
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/report.html
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主な取り組み
施工現場におけるリスクマネジメント
当社及び当社グループ会社の社員及び施工現場

における取引先従業員に対して、品質管理システ
ム及び安全施工基準書に基づき、施工現場の監督
を行い、施工現場の不具合や事故防止に努めてい
ます。

情報セキュリティ対策
当社及び当社グループ会社は、個人情報保護の

ため、グループ全社員を対象に個人情報の保護に
関する研修を実施し、紛失・漏えい等の防止に努
めています。その他、各拠点・各社に個人情報保
護推進者・管理者を配置し、業務上の適切な取り
扱いについて教育・指導を行うとともに、万一、
紛失・漏えい等が発生した場合には担当部署への
迅速な報告・対応を行うよう指導しています。ま
た、情報セキュリティに関する社内規程の整備と
ともに、セキュリティインシデント対策を講じ、
情報保存の安全性確保に努めています。
また、サイバー攻撃の検知や分析を行い、対策

をから出力されるログの分析、サイバー攻撃を受
けた場合の影響範囲の特定、サイバー攻撃を阻止
するためのセキュリティ対策の立案などを準備を
行っています。昨今、メールアカウントやメール
データなどの情報窃取に加え、更に他のウイルス
への二 次感 染の ため に 悪用さ れる ウイ ルス
Emotet（エモテット）などによるサイバー攻撃
が急激に増加していますが、圧縮ファイルなどは
ファイルが暗号化されているため、メール受信時
のマルウエアのチェックが困難です。こうした背
景を踏まえ、お客様と当社グループの情報セキュ
リティをより一層強化するために圧縮ファイルの

利用廃止を決定し、クラウドストレージを利用し
ています。

重大災害への備え
重大災害発生に備え、災害発生時の初動対応マ

ニュアル及び事業継続計画（BCP)を策定してい
ます。これらに基づき、想定される地震等の自然
災害シナリオを踏まえ、定期的に訓練を実施して
います。また、災害発生時には、被災地の社員・
お客様の安否確認、建物等の被害状況の早期確認
を行い、被災された方への支援物資の提供を行う
など、ステークホルダーの方をはじめとした復興
支援への取り組みを最優先で行う体制を構築して
います。令和6年1月に発生しました能登半島地
震におきましても、これらの体制により、早期の
対応を実施しています。

危機対応訓練
取締役や執行役員を対象に、危機発生時の対応

の訓練を行っています。当社グループのファイル
サーバーがサイバー攻撃によりシステム停止し、
情報流出するといったシナリオを設定し、模擬的
な記者会見の訓練等を行うことで、緊急時の対応
手順を確認しています。

監査等委員会による監査法人評価
当社では、外部会計監査人は、専門的かつ独立

した立場から開示情報を監査し、財務情報に信頼
性を付与することで、開示情報の信頼性を担保す
る役割を担う者として、株主や投資家に対して責
務を負っているものと認識しています。この考え
に基づき、当社は、外部会計監査人に対して、開
示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求
めるとともに、外部会計監査人の適正な監査が行

えるよう監査等委員会や経理部門等の関連部門と
連携し、適正な監査日程や適切な監査体制を確保
しています。また、常勤監査等委員が、当社事業
や監査等の個別テーマについて、必要に応じて外
部会計監査人と意見交換を行っています。

●外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監
査人を適切に評価するための基準の策定
外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を

通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っていま
す。また、会計監査人候補を選定するための基準
及び会計監査人を適切に評価するための基準を制
定し、これらの基準に基づき、外部会計監査人の
候補選定及び評価を行っています。

●外部会計監査人に求められる独立性と専門性を
有しているか否かについての確認
外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等

を通じて、独立性と専門性の有無について確認を
行っています。なお、現在の当社外部会計監査人
であるEY新日本有限責任監査法人は、独立性・
専門性ともに問題はないものと認識しています。

リスクマネジメントの強化
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方針・基本的な考え方
長期にわたる安心・安全・安定の賃貸経営実現

には、耐久性やメンテナンス性など、建物自体の
品質も重要です。当社グループは、厳しい品質管
理と確かな施工管理のもと、事業計画、設計・施
工から建物完成後の維持管理まで、一気通貫で管
理する体制を整え、高品質な賃貸建物づくりを追
求し続けています。

戦略
品質管理システム
当社グループでは、建物に使う資材の調達から

設計、施工、完成の際に行う検査に至るまで、一
貫した体制で管理を行い、品質の高い賃貸建物を
提供しています。さらには、完成後も専門技術者
によるアフターサービス点検として、6ヵ月、1
年、2年、10年点検を実施し、品質維持や早期メ
ンテナンスを積み重ねていくことで、建物価値を
長期に維持します。

ガバナンス
施工品質管理体制
品質のばらつきは、従業員や施工業者の属人

性・地域特性により発生し、品質向上の阻害要因
となります。当社グループは、全国一律の指導教
育体制から地域特性に応じた指導教育体制に移行
し､「自立型の管理体制」を確立しています。品
質の証明記録や工事検査、現場指導など、品質確
保のプロセスを厳格に実践し、お客様に安心いた
だける品質管理を追求しています。

また、建設技術者の不足に対しては、施工量の
標準化に取り組んでいます。無理な施工をなるべ
く平準化し、建築コスト上昇を抑制すると同時に、
施工量の維持、拡大を図っています。

リスク管理
品質チェックのDX化（リモート完了検査）
国土交通省による通知「デジタル技術を活用し

た建築基準法に基づく完了検査の立会いの遠隔実
施について」 により指定確認検査機関が実施す
る完了検査に工事監理者の遠隔立会いが可能と
なったことから、2023年4月から完了検査を実施
する現場に、確認検査機関の検査員および工事担
当者が立会い、監理センターの工事監理者は遠隔
にて検査立会いを行う取り組みを開始しました。
DXを活用した遠隔支援アプリを導入し、建築現
場の現場担当者がタブレットやスマートフォンを
通して、現場から離れた場所にいる管理者に映像
で建物や躯体の状態などを確認できます。これに
より検査業務の大幅な効率化が期待され、従来と
変わらない検査精度の実現と業務効率向上を両立
できます。不備・不具合を早期に把握する管理体
制を構築し、共有・解決を図っていきます。

AI現場監督構想
AI技術を活用して現場監督業務を支援する｢AI

現場監督｣の開発に着手しています。これまでに
蓄積された業務ノウハウや協力会社の陣容・スキ
ル等に関するデータを活用し、2028年までに、
現場監督一人当たりの業務効率を20%向上させる
ことを目指しています。第一弾として、現場監督
の品質管理業務で負担となっている工程内検査写

真の分類・添付作業を、AIが画像をアップロー
ドするだけで自動分類するシステムを開発し、全
国の施工現場で2025年9月から導入しています。
現場監督による品質管理は、高品質な施工を実

現するため非常に重要な業務の一つで、後工程で
の問題発生の予防のために、施工の各段階で綿密
な検査を行い、定められた基準や仕様を遵守して
いるかを確認します。検査結果は写真と検査表で
詳細に記録していきますが、検査項目が約260種
類に及ぶため、現場監督は業後に、膨大な数量の
写真の振り分け作業に時間を費やしていました。
また、作業が煩雑なため、写真振り分けミスの発
生リスクもありました。今回導入する工程内検査
写真のAI自動分類システムにより、検査写真は
適切な項目に分類・登録され、当該作業時間が従
来の50%程度削減できる見込みです。

品質管理の強化
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指標と目標
当社では、「建物を無事にお引き渡しした

際、全てのお客様（オーナー様）にアンケー
トをお願いし、アンケート満足率を収集・管
理しています。ご意見ご要望を商品やサービ
スの改善だけでなく、リスク管理上も重要な
経営資源であると考え、満足率100％を目指
し、お客様満足向上に努めています。

品質管理の強化

項目 単位 2022年度 2023年度 2024年度

建物完成時アンケート満足率 ％ 85.1 84.9 85.7

入居時アンケート満足率 ％ 79.1 79.7 80.2

主な取り組み
匠マイスター認定制度
協力会会員様の中から優秀な職長を発掘し、認

定する「匠マイスター認定制度」を2016年度よ
り設けています。匠マイスターとして格付けする
ことで、協力会会員様のモチベーションアップと
施工品質向上への牽引役を担い、協力会の活性化
を図っていくことを目的としています。

2024年度の匠マイスターには、2 ,958名が認
定されています。

匠マイスター技能選手権
深刻化する建設業界の人材不足を背景に、次世

代の子どもたちにものづくり技術への理解と興味
を深める機会の提供と共に、建設業界における技
能の伝承、後継者の育成につなげていくことを目
的に「匠マイスター技能選手権」を開催していま
す。参加する作業員の志気向上や技術力向上によ
り、お客様にお渡しする建物のさらなる施工品質
向上も目指しています。

自社訓練校「大東テクニカルカレッジ」
労働人口の減少が大きく取り上げられる昨今、

建設業界でも、職人の人材不足問題は深刻化して
います。大東建託協力会では、若手作業員の育成、
定着を推進するため、職業訓練を支援しています。
大工の未経験者を対象に座学＋実習を約２か月間
実施し、技術はもちろんのこと資格や安全知識の
取得もサポートしています。
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方針・基本的な考え方
当社グループは、サプライチェーン全体での持

続的かつ健全な取引により継続的な関係構築を目
指しています。建設・不動産賃貸業をコア事業と
し、特に木造賃貸集合住宅のリーディングカンパ
ニーとして、1棟の住宅を建設するのに200点以
上の資材を使用し、約170社のサプライヤーとの
取引関係があります。資材開発、購買、環境を統
括する技術開発部を中心に、サプライチェーンの
サステナビリティ強化に向けた施策を推進してい
ます。
具体的には、人権の尊重や企業倫理の確立等を

含めた「大東建託グループ サステナブル調達方
針」を策定しており、方針に基づいた資材調達を
行っています。また当方針は、人権の尊重や環境

への配慮など、多岐にわたる項目を具体的に定め
ています。また、木材の持続可能な調達も重要課
題の一つと捉え、「木材調達方針」に基づき森林
破壊ゼロに向けた木材デューデリジェンスに取り
組んでいます。両方針は、サプライヤーマネジメ
ント会議等において、全サプライヤー企業に周知
徹底を図り、取り組みを推進しています。

≪ 木 材 調 達 方 針 の 詳 細 は 、 P1 8 「 生 物 多 様 性 の 保 全
（TNFD開示）」をご確認ください。≫

戦略
サプライチェーン全体の社会課題解決と、持続

可能性の向上を重要な経営課題であると認識して
います。サステナブル調達方針に基づく調達を推

進するため、2022年度からサプライチェーンサ
ステナビリティ強化施策を開始しました。本施策
を通じて、サプライチェーンにおけるさまざまな
環境問題・社会課題の潜在的リスクを低減し、安
心安全な商品・サービスの提供に繋げていきます。

ガバナンス
代表取締役 社長執行役員 CEOを議長とするサ

ステナビリティ推進会議や経営会議において、課
題解決に向けた具体的な取り組みの審議と進捗状
況の確認を行うと同時に、定期的に取締役会への
報告を行っています。

サプライチェーン・マネジメントの強化

大東建託グループ サステナブル調達方針
①法令の遵守 各種法令・社会規範の遵守

②企業倫理の確立 取引先との健全な取引、関係先とのパートナーシップの構築・強化、政治・行政との健全な関係の維持、
反社会的勢力との関係排除、知的財産権の保護、社内通報制度の構築、企業情報の適切な開示

③人権の尊重 国際的な人権基準の遵守、差別・ハラスメントの禁止、強制労働・児童労働の禁止、適正な賃金の支払い、適正な労務管理、結社の自由と団体交渉権の保障

④労働・安全衛生への配慮 従業員の安全衛生の推進、労働災害の防止、地域社会の安全衛生の確保

⑤品質の確保 適切な品質・安全性の確保、品質の維持・向上のための技術開発、事故発生時の適切な対応

⑥事業継続体制の整備 事業継続体制（BCP）の整備

⑦環境への配慮 GHG排出量の削減、製品・サービスごとのGHG排出量の把握、生物多様性への配慮、水資源の保全、廃棄物の適正管理と削減、
資源循環および省資源化の推進、プラスチック汚染の防止、化学物質の適正管理と汚染防止

⑧情報セキュリティの確保 個人情報や機密情報の漏洩防止の徹底、コンピュータ・ネットワークの脅威に対する防御

⑨社会への貢献 事業活動を行う地域の文化・慣習の尊重、社会貢献活動の推進、地域創生への寄与



55

サステナビリティ 環境 社会 人材・組織 企業統治 土地・資産 賃貸住宅 暮らし・生活

サプライチェーン・マネジメントの強化

項目 単位 2022年度 2023年度 2024年度 2027年度目標

サステナビリティ評価システム回答率
（取引金額ベース）

％ 30 59 62 100

サステナビリティ評価システム回答企業の平均点 点 46.6 47.3 49.4 100

リスクの把握
サプライチェーン全体での様々なリスクについ

て、リスクマネジメント委員会にて評価を実施し
ています。資材調達に関する項目を「重点管理リ
スク」と定めており、当委員会でモニタリングを
行い、発生リスク低減に努めています。

指標と目標
「環境中長期目標」において、サプライチェー

ンも含めた温室効果ガス削減に関する目標を設定
し、進捗管理を行っています。
≪詳細は「 E S Gデータ集 20 2 5」 P2 -2 0「環境データ」をご
確認ください。≫

主な取り組み
サプライチェーン評価システム

2022年より、 EcoVadis（エコバディス）※

社の提供するサステナビリティ評価システムを導
入し、サプライチェーン全体でのサステナビリ
ティ強化に取り組んでいます。企業のサプライ
チェーン・サステナビリティに不可欠な「環境」
「労働と人権」「倫理」「持続可能な調達」の４
分野をグローバルスタンダードに基づき包括的に

検証・評価し、客観性・信頼性・比較可能性の高
い評価結果をもとにサステナビリティマネジメン
トを行います。

 2022年から3年間のトライアル期間では、従
業員規模が小さいサプライヤー企業に対する回答
費用の全額補助や、外部講師による木材調達セミ
ナーの実施などにより、回答率および回答企業の
平均点は年々向上しています。2025年度からは
より簡易的なリスク判定の仕組みを併用するなど、
さらなる回答率の向上とリスクの低減に取り組ん
でいます。
※エコバディス（フランス）：国際的なサステナビリティ基
準に基づき、世界 18 5カ国、 25 0業種、 1 5万社以上を対象に
評価を実施。

サプライヤーマネジメント会議
毎年、サプライヤー企業とのパートナーシップ

強化を目的として、サプライヤーマネジメント会
議を開催しています。同会議では、当社の建築建
物の資材開発、供給および配送を行う企業様に対
し、当社の方針や取り組みを説明し、両社のグ
リップ強化を図ることを目的としています。取り
組みの一環として、物流改善、環境対応、BCP
対策、技術開発などの面で貢献度の高い企業様を
表彰しています。また、サプライヤー企業に対し
て、サステナブル調達方針に基づき、環境への配

慮や、人権の尊重への取り組みなどについて、説
明・周知を行っています。
さらに、サプライヤーエンゲージメントの一環

として、2023年度に「グリーンサプライヤーア
ワード」を創設しました。サプライヤーマネジメ
ント会議において、EcoVadisの結果に基づいた
優秀企業（大企業部門・中小企業部門から1社ず
つ）を表彰しています。
今後もサプライヤー企業との協働による技術力

向上と相互発展を目指してサプライチェーン・サ
ステナビリティを推進していきます。

パートナーシップ構築宣言
当社グループ※は、サプライチェーンにおける

取引先企業との持続可能な関係構築を目指し、内
閣府や中小企業庁などが推進する「未来を拓く
パートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、
「パートナーシップ構築宣言」を策定・公表して
います。宣言においては、当社グループ各社にお
いて、事業に合わせた各社が特に注力する取り組
みを個別項目に設定し、専用ポータルサイト上に
登録・掲載しています。
※ 当社グループのコア事業を担う賃貸経営受託システムに
おける主要 3社（大東建託（株）、大東建託パートナーズ
（株）、大東建託リーシング（株））、（株）ガスパル、大
東コーポレートサービス（株）等の主要グループ会社

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/pdf/2025/esg-data_sheet2025.pdf
https://www.biz-partnership.jp/
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税の透明性の向上

方針・基本的な考え方
当社グループは、「大東建託行動規範」を踏ま

え、法令の遵守に努めるとともに、透明性の高い
公正かつ適正な税務対応を行います。

ガバナンス
税に関する業務は、経理規程により定められた

グループ経理責任者がおこないます。
経理総括責任者は、監査等委員、内部監査部、

会計監査人等からの指摘事項に対して対応し、必
要に応じて、取締役会に報告します。また、内部
監査部は監査計画に基づき、当社グループの監査
を行い、監査結果を取締役・監査等委員会へ報告
します。
取締役会が税務リスクの監督責任を有しており、

管理本部長を務める取締役がCFO（最高財務責
任者）として税務の総括責任者となっています。

指標と目標
当社グループでは、国別の納税状況について開

示しています。

【国別納税額】

※グループ連結
※国税庁へ提出した「国別報告事項」にもとづく数値

大東建託グループ税務方針
1．税法の順守
大東建託グループは、各国の法令および

  租税条約、国際的な課税ルールを遵守
  します。

2．適正な納税
・経済活動により価値を創造した国・地
域の法令に従って適正な納税をおこな
い、納税義務を果たします。

・過度な節税行為となる、租税回避のみ
を目的とする取引は納税におこないま
せん。

3．透明性の確保
納税に対する方針を開示し、透明性の確保に
努めます。

4．税務当局との関係
・税務当局からの情報開示要請等に適切に

    対応し、良好な関係を維持するよう努め
    ます。
・税務当局と意見の相違が生じる場合、真

    摯に対応し、意見の相違の解消に努めます。
・税務当局からの指摘事項を踏まえ、合意し
た事項について、適切な是正及び改善措置
を講じます。

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度

日本 百万円 54.532 40,659 47,305

シンガポール 百万円 64 0.18 139

マレーシア 百万円 0 0 0

米国 百万円 0 13 5

バミューダ 百万円 0 0 0

中国 百万円 0 0 0.23

カナダ 百万円 0 0 0


